
別紙

令和２年７月分以降の所得判定基準の年収目安

令和２年度の課税標準額×６％ー市町民税調整控除の額
※政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額

両親のうち
一方が働いて
いる場合

両親が共働き
の場合

※文部科学省
作成の参考例

※文部科学省
作成の参考例
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